
パーキング・メーター管理業務の委託法人に係る公安委員会の認定基準

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第６条の８の規定に

基づきパーキング・メーター管理業務の委託先として愛知県公安委員

会が認める法人等の基準は、次のとおりです。

第１ 公安委員会の認定基準

１ 法人格を有すること

２ 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる

者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるか

を問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役または

これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者

を含む。）のうち次の(1)から(6)のいずれにも該当する者がいないこ

と。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなった日から起算して２年を経過しない者

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違

法な行為で確認事務の委託の手続等に関する規則（平成16年国家

公安委員会規則第23号）第３条で定めるものを行うおそれがある

と認めに足りる相当な理由がある者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律

第77号)第12条若しくは第12条の６の規定による命令又は同法第1

2条の４第２項の規定による指示を受けた者であって、当該命令

又は指示を受けた日から起算して２年を経過しないもの

(5) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

(6) 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な

認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

３ 業務を行うため必要な能力を有する者が置かれている法人
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現在安全運転管理者又は運行管理者である者又は自動車の運転管

理経歴期間２年以上の経歴を有する者及び駐車監視員の資格を有す

る者が置かれていること。

４ 業務を適正かつ確実に行うために必要な組織、能力及び経理的基

礎を有する法人

５ 業務を適正かつ確実に行うために必要な能力・実績を有する法人

過去３年以内に国、地方公共団体、企業又は団体等から委託を受

けて、金銭に関する取引又は現金の徴収等を自動的に行うことがで

きるよう設置された機械からの現金の回収又は現金輸送を業務とし

て取り扱ったことのある法人で、かつ、その業務を適正に履行した

もの

６ 愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書に基

づく排除措置を受けていない法人

第２ 事前提出書類

１ 定款等及び登記事項証明書又はこれに準ずる書類（法人設立を証明

する書面）

２ 役員の氏名及び住所を記載した名簿

３ 役員が道路交通法第51条の８第３項第２号イからヘのいずれにも該

当しないことを証明する書類、並びに愛知県が行う事務及び事業か

らの暴力団排除に関する合意書に基づく排除措置を受けていないこ

とを誓約する書面

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第119条の２第１項第

３号の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違

法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがある

と認めるに足りる相当な理由がある者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法



律第77号）第12条若しくは第12条の６の規定による命令又は同法

第12条の４第２項の規定による指示を受けた者であって、当該命

令又は指示を受けた日から起算して２年を経過しないもの

(5) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者に該当

しない旨の医師の診断書

(6) 精神機能の障害により管理業務を適正に行うに当たって必要な

認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当し

ない旨の医師の診断書

４ 安全運転管理者又は運行管理者の証明書の写し又は自動車の運転

管理経歴書（運転管理期間２年以上）及び駐車監視員資格者証の写

し

５ 財務諸表（前年度の収入が記載されているもの）

６ 過去３年以内に国、地方公共団体、企業又は団体等から委託を受

けた次のいずれかの業務の契約の写し

(1) 金銭に関する取引

(2) 本業務と同等の現金徴収等を自動的に行うことができるよう設

置された機械からの現金の回収

(3) 現金輸送

７ 提出した書類の措置

提出した書類は返還しない。

第３ 業務説明等

事前提出書類の提出時期及び業務内容の詳細等は、当該業務の入札

公示による。

第４ 問い合わせ先

愛知県警察本部 交通部 交通規制課

インフラ長寿命化対策推進室 施設管理係

電話番号 052(951)1611 内線 5206・5208



誓 約 書

当法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者である

かを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ

れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含

む。）は、

１ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

２ 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第119条の２第１項第

３号の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者

３ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違

法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがある

と認めるに足りる相当な理由がある者

４ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第77号）第12条若しくは第12条の６の規定による命令又は同法

第12条の４第２項の規定による指示を受けた者であって、当該命

令又は指示を受けた日から起算して２年を経過しないもの

のいずれも該当しないことを誓約します。

愛知県公安委員会 殿

年 月 日

所 在 地

名 称

代表者の氏名

記載例



診 断 書

住 所

氏 名

生年月日 年 月 日生（ 歳）

上記の者は、

１ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

２ 精神機能の障害によりパーキング・メーター管理業務を適正に

行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと

ができない者

に該当しないことを診断します。

年 月 日

病院所在地

病 院 名

医 師

記載例


